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令和５年第２回足寄町議会定例会議事録（第１号） 

令和５年６月６日（火曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 早瀬川   恵 君   ２番 井 脇 昌 美 君 

   ３番 榊 原 深 雪 君   ４番 矢 野 利惠子 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 髙 橋 健 一 君 

   ７番 木 村 明 雄 君   ８番 細 川   勉 君 

   ９番 川 上 修 一 君  １０番 進 藤 晴 子 君 

  １１番 多治見 亮 一 君  １２番 二 川   靖 君 

  １３番 髙 橋 秀 樹 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足  寄  町  長   渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   東海林 弘 哉 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総  務  課  長   松 野   孝 君 

福  祉  課  長   保 多 紀 江 君 

住  民  課  長   金 澤 眞 澄 君 

経  済  課  長   加 藤 勝 廣 君 

建  設  課  長   （事務取扱）丸山晃徳君          

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   （兼）金澤眞澄君          

消 防 課 長              大竹口 孝 幸 君 

建 設 課 建 設 室 長              岩 渕 堅 志 君 

 

◎教育委員会委員長の委任を受けて説明のため出席した者 

教  育  次  長   丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事  務  局  長   横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２ 会期の決定＜Ｐ３～Ｐ４＞ 

 日程第 ３ 諸般の報告（議長）＜Ｐ４＞ 

日程第 ４ 行政報告（町長）＜Ｐ４～Ｐ５＞ 

日程第 ５ 行政執行方針（町長・教育長）＜Ｐ５～Ｐ１５＞ 

日程第 ６ 報告第 ７号 繰越明許費繰越計算書について（一般会計）＜Ｐ１５～Ｐ

  １６＞ 

日程第 ７ 報告第 ８号 繰越明許費繰越計算書について（公共下水道事業特別会

  計）＜Ｐ１６＞ 

日程第 ８ 報告第 ９号 繰越明許費繰越計算書について（介護サービス事業特別会

  計）＜Ｐ１６＞ 

日程第 ９ 報告第１０号 事故繰越し繰越計算書ついて＜Ｐ１６～Ｐ１７＞ 

日程第１０ 議案第４２号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について＜Ｐ

  １７～Ｐ１８＞ 

日程第１１ 議案第４３号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更につい

  て＜Ｐ１８～Ｐ１９＞ 

日程第１２ 議案第４４号 芽登小学校外部改修（建築主体）工事請負契約について＜

  Ｐ１９～Ｐ２０＞ 

日程第１３ 議案第４５号 足寄町企業版ふるさと納税基金条例の制定について＜Ｐ２

  ０～Ｐ２１＞ 

日程第１４ 議案第４６号 足寄町税条例の一部を改正する条例＜Ｐ２１～Ｐ２２＞ 

日程第１５ 議案第４７号 足寄町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条              

  例の一部を改正する条例＜Ｐ２２～Ｐ２３＞ 

日程第１６ 議案第４８号 乳幼児及び児童医療費助成に関する条例の一部を改正する

  条例＜Ｐ２３～Ｐ２４＞ 

日程第１７ 議案第４９号 足寄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例＜Ｐ２４

  ～Ｐ２６＞＜Ｐ２７～Ｐ２８＞ 

日程第１８ 議案第５０号 足寄町新規就農者等誘致促進条例の一部を改正する条例＜

  Ｐ２６～Ｐ２７＞ 

日程第１９ 意見書案第２号 地方財政の充実・強化に関する意見書＜Ｐ２８＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開議宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の出席であり

ます。 

 ただいまから、令和５年第２回足寄町議

会定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、足寄町議会総合条例

第１８４条の規定によって、１番早瀬川恵

君。２番井脇昌美君を指名いたします。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 進藤晴子君。 

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） 

昨日開催されました、第２回定例会に伴

う議会運営委員会の協議の結果を報告いた

します。 

会期は、本日６月６日から６月２２日ま

での１７日間とし、このうち７日から１８

日までの１２日間は休会となります。 

次に、審議予定について報告します。 

本日、６月６日は、最初に議長の諸般の

報告を行います。 

次に、町長から行政報告を受けた後、町

長、教育長から行政執行方針を受けます。 

次に、議案等の審議方法について申し上

げます。 

最初に、報告第７号から報告第１０号ま

での報告を受けます。 

次に、議案第４２号から議案第４４号ま

でと議案第４６号から議案第４８号までと

議案第５０号を即決で審議いたします。 

議案第４５号については、総務産業常任

委員会へ、議案第４９号については、文教

厚生常任委員会へ付託し、会期中の委員会

審査といたします。 

次に、意見書案第２号については、総務

産業常任委員会へ付託し、会期中の委員会

審査といたします。 

１９日は、一般質問などを行います。 

 ２０日以降の審議予定については、一般

質問者の人数などにより流動的であります

ので、今後の議会運営委員会において協議

し、皆様にご報告いたしますので、ご了承

願います。 

なお、議案第５１号から議案第５７号ま

での補正予算案は、後日提案説明を受けた

後、即決で審議いたします。 

今定例会中に町長から追加議案が提出さ

れる予定でありますが、提出されました際

に、再度議会運営委員会で協議し、皆様に

ご報告いたしますので、ご了承願います。 

以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

なお、本会議終了後、議場において全員

協議会を行いますのでよろしくお願いいた

します。 

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 会期決定の件 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第２ 会期決

定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２２日

までの１７日間にいたしたいと思います。 

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって会期は本日から６月２２日ま

での１７日間に決定をいたしました。 

なお、１７日間のうち７日から１８日ま

での１２日間は休会にしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、１２日間は休会に決定いたしま

した。 

 なお、今定例会における一般質問通告書

の提出期限は、６月８日木曜日の午後４時

まででありますので、よろしくお願いいた

します。 

 

◎ 諸般の報告 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第３ 諸般の

報告を行います。 

 議長の報告事項は、印刷してお手元に配

付のとおりです。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 

◎ 行政報告 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第４ 行政報

告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しをい

ただきましたので、２件の行政報告を申し

上げます。 

 まず、十勝市町村税滞納整理機構におけ

る令和４年度の実績が取りまとめられまし

たのでご報告いたします。 

まず、十勝市町村全体の実績ですが、滞

納事案２４８件、滞納額２億８７４万９千

円の引継ぎに対して、延滞金を含めた収納

額は５，６２６万３千円、収納率は２６．

９５％となっており、前年比６．３４ポイ

ントの減となりました。 

新型コロナウイルスの影響により、十勝

管内の雇用情勢や個人消費等の経済状況が

悪化した影響、また、十勝全域において滞

納整理が進んでいることもあり、徴収困難

な高額滞納者の割合が増加していることが

要因と考えております。 

次に、本町の実績ですが、引継ぎました

事案は７件、滞納額８８万３千円に対し

て、延滞金を含めた収納額は４３万４千

円、収納率は４９．１８％となっており、

前年比１３．４８ポイントの減となりまし

た。 

また、事前予告通知による効果額は１１

１万４千円で、収納実績額と合わせた総額

は１５４万８千円となっており、本町が負

担する分担金１１７万４千円を差し引いた

費用対効果額は、３７万４千円の実績とな

りました。 

発足から１６年間における本町の引継件

数は延べ１４５件で、収納額は３，８７８

万１千円の実績となっており、滞納整理機

構への引継ぎの宣伝効果もあって、町税全

体の収納率も高い水準を維持しております。 

なお、令和５年度におきましては、継続

事案１件を含む７件、滞納税額１３１万９

千円を引継ぎしております。 

十勝市町村税滞納整理機構は、滞納整理

に関する高度な専門知識や手法を有してお

り、各市町村での対応が困難な者に対して

も高い収納率を上げております。 

今後におきましても、適切に納税されて

いる方々の不公平感をなくすため、十勝一

丸となった取組を図ってまいりますので、

ご理解を賜りますようお願い申し上げ、ご

報告といたします。 

 次に、公用車による交通事故の発生につ

いて、ご報告いたします。 

令和５年４月２１日金曜日午後１時５０

分頃、建設課車両室に勤務する職員の運転

する公用車が、業務のため町道南川沿通を

北西方向に走行中、南６条６丁目４番地に

位置する丁字路交差点に差し掛かった際

に、南西方向の南５条通から走行してきた

相手車両の運転手が、丁字路交差点南５条

通側に立っている一時停止の標識を見落と

し、一時停止を行わなかったことに加え、

接近していた公用車に気づかないまま左折

のため交差点に進入してきたことにより、

公用車は飛び出してきた相手車両を回避で
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きず、衝突しました。 

この事故により、職員は首を痛め２週間

の加療が必要との診断となりました。な

お、相手車両の運転手に怪我はありません

でした。 

現在、相手車両の運転手と示談に向けた

協議を進めており、必要な費用が確定後、

今後の議会に報告させていただく予定で

す。 

今後、一層の安全運転の徹底と運転技術

の向上に努め、事故を起こさないよう万全

を期してまいりますので、ご理解を賜りま

すようお願い申し上げ、公用車による交通

事故についてのご報告とさせていただきま

す。 

以上、２件の行政報告とさせていただき

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） これで、行政報告

を終わります。 

 

◎ 行政執行方針 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第５ 行政執

行方針について、町長から行政執行方針を

申し述べます。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂

きましたので、行政執行方針を申し上げま

す。 

令和５年第２回足寄町議会定例会の開催

にあたり、私の町政執行に臨む基本姿勢と

主要な施策について所信を申し上げます。 

私は、この度の任期満了に伴う足寄町長

選挙におきまして、町民の皆様をはじめ多

くの方々から力強いご支援をいただき、引

き続き２期目の町政の重責を担わせていた

だくこととなりました。 

地方自治体を取り巻く情勢は極めて厳し

い状況にありますが、今回の無投票当選の

重みと、皆様方からお寄せいただいた期待

と信頼にお応えするため、現場の声をお聞

きし、住民の皆様の知恵を反映し、持続可

能で住み続けたいと思っていただけるまち

づくりを進め、常に町民目線をもって誠心

誠意、足寄町の発展に取り組む所存であり

ますので、町民の皆様、町議会議員各位の

ご指導・ご協力をお願い申し上げます。 

まず、新型コロナウイルス感染症の関係

ですが、感染症法上の位置付けが、５月８

日から「２類相当」から「５類」に変更と

なり、３年間に及ぶ感染対策は大きな節目

を迎えました。これまで地域の保健医療を

支えていただいた関係者の皆様、また、感

染防止対策にご協力をいただいた町民、事

業者の皆様に改めて感謝を申し上げます。 

５類への移行により、新型コロナへの対

応は、今後、「一般的な病気に対する普遍

的な対応」へシフトしていくこととなりま

すが、重症化した際のリスクを考えます

と、町民の皆様には、その時々の状況に応

じた感染対策の継続をお願いいたします。 

コロナの感染拡大により、縮小、延期な

どしていた町が関係する事務事業等は、そ

の必要性等を改めて確認し、アフターコロ

ナの現状にあった対応を進めてまいります。 

本町のまちづくりを進めていく上で指針

となる「足寄町第６次総合計画」は、平成

２７年度から１０年間の計画であり、この

計画を時代の変化に即した見直しを行い、

着実に実施することが私の責務と考えてお

ります。 

現計画は、令和６年度が最終年度である

ことから、令和６年度中の「第７次総合計

画」策定に向け準備を進めます。 

また、人口減少対策が本町における最重

要課題と位置付けており、基幹産業である

農林業をしっかり支援をすることで、まち

の経済が安定し、過疎対策に結びつくもの

と考えており、この地で暮らすことに幸せ

を感じられるまちを維持していくための施

策をまとめた「第２期足寄町まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に基づき、地方創生

の取組を進めてまいります。 

地方創生・人口減少対策の大きな柱であ

る「子育て応援出産祝金贈呈」「保育料完
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全無償化」「学校給食費無償化」「足寄高

校存続に関する支援」等の子育てと教育の

支援を継続し、「安心して子育てできる町、

足寄町」を、引き続き、町外にアピールで

きるまちづくりを進めてまいります。 

さらに、コロナ危機から脱却し、未来を

担う若者やまちづくりに意欲のある人を育

て、足寄町に住む人々が「支えあい、助け

あい、一人になっても安心、この町に住ん

で良かった」と思っていただけるまちの実

現に向け、予算編成を行いました。 

続きまして、令和５年度の一般会計、特

別会計及び企業会計の補正予算案の概要を

ご説明申し上げます。 

本年度は、統一地方選挙の年であります

ことから、当初予算は、いわゆる骨格予算

として編成されていましたが、本定例会で

ご提案申し上げます補正予算は、選挙公約

を実現するために、本年度から取組が可能

な事業に係る政策予算等を中心に提案をさ

せていただきました。 

その結果、今回の補正予算の総額は、一

般会計４億２,２２０万７千円、特別会計

５,８８２万３千円、企業会計１,２６８万

３千円、合計４億９,３７１万３千円とな

り、これに本年度の既定予算を加えた各会

計の総額は、一般会計９７億８,１３６万９

千円、特別会計２８億２,６６４万８千円、

企業会計１６億２,２９３万２千円、合計１

４２億３,０９４万９千円となるものでありま

す。 

以下、各会計の予算案等につきまして、

項目ごとに、その概要をご説明申し上げま

す。 

歳出では、住環境の向上、定住促進と地

域経済活性化の取組として、町内建設業者

施工による住宅・店舗等の新築及び増改築

工事、賃貸住宅整備等を対象とした「住環

境・店舗等整備補助事業」を引き続き行い

ます。 

本制度により、多くの町内業者による新

増築や改修、設備工事が行われ、地域経済

活性化と住環境改善に非常に効果のある事

業と捉えており、引き続き、定住人口の確

保、地域経済活性化のために制度のＰＲを

進めてまいります。 

また、平成２３年度から実施している

「まちづくり活動支援補助金」につきまし

ても、住民参加によるまちづくりや住民の

主体性が発揮できるまちづくり活動を支援

するため、引き続き計上いたしました。 

ふるさと足寄応援寄附推進事業につきま

しては、返礼品人気ランキング上位を占め

るチーズを製造していた足寄町農業協同組

合が昨年末に操業を停止し、事業を継承し

た合同会社「あしょろチーズ工房」による

製造販売の再開まで時間を要したことも

あって、令和４年度収入は前年度比約３４

％減の５，５９４万円という結果になりま

した。 

令和３年度に創設した町内事業者の返礼

品開発を支援する補助制度を継続するとと

もに、寄附申込窓口であるインターネット

ポータルサイト数をさらに増やすなど、効

果的なＰＲの取組を行い、寄附金増に繋げ

てまいります。 

地方創生推進事業では、結婚新生活支援

事業補助金を当初予算に計上し、新婚世帯

の住居費や引越費用など、新生活スタート

に伴う経済的負担を軽減してまいります。 

公共施設等の管理につきましては、老朽

化した集会施設の長寿命化を図るため、西

町コミュニティセンター玄関の改修を行う

ほか、茂足寄集落センターの屋根及び外壁

の塗装工事、喜登牛集落センターの外部改

修工事を行います。 

行政情報システム等の関係では、住民の

利便性向上と業務効率化による行政サービ

スの向上を図るために、各課を横断するデ

ジタル・トランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）専門部会を設置し、全庁的な電子化・

デジタル化を進めてまいります。 

 交通安全対策事業では、全国で高齢者に

よる痛ましい事故が後を絶たず、交通安全
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指導員等による老人クラブを対象にした交

通安全教室の開催、通学時の小中学生の安

全確保を図るための街頭指導、交通安全関

係者によるキャンペーンなどを積極的に行

い、交通事故に遭うことのない安全なまち

づくりに取り組みます。 

次に、自治会は会員相互の親睦、防災・

防犯・福祉など様々な取組を通して、その

地域で安心して生活していくための地域づ

くりを進める中心となる組織ですが、新型

コロナの感染拡大により、この３年間多く

の自治会の活動が停滞したことから、引き

続き、花いっぱい運動や清掃等の美化活動、

自主防災組織の設立・運営のほか、地域の

繋がりを維持し、安心で住みよい地域づく

りを進めていただくための自治会活動に、

支援してまいります。 

 町税に関しましては、納税者の利便性向

上を図るため、本年度から地方税共通納税

システムの対象税目拡大やコンビニ納付の

運用を開始しました。全国のコンビニエン

スストアやスマートフォンアプリによる納

付が可能となり、税金のほか、公営住宅使

用料や水道料金等も、時間を気にせず納入

していただくことが可能となるなど、多様

な方法による自主納付の推進や納税者個々

の状況を考慮した徴収を行ってまいります。 

新エネルギー利用の推進では、昨年１０

月に「足寄町再生可能エネルギー導入計

画」を策定しましたが、２０５０年までの

カーボンニュートラル達成のため、地球温

暖化対策を進めるための再生可能エネル

ギーや省エネルギー等の取組について、住

民周知を図ってまいります。また、資源と

エネルギーの循環による地域経済の振興を

進めるため、木質ペレット燃焼機器導入に対

し、引き続き支援を行います。 

次に、福祉施策の推進について申し上げ

ます。 

障がい児者施策につきましては、障害者

地域生活支援拠点施設と綿密な連携を図り

ながら、相談対応や居住支援など、障がい

児者の生活を地域全体で支える体制の整備

を進めてまいります。 

子育て支援の充実につきましては、子育

て安心基金を財源に、引き続き、出産祝金

の支給をはじめ、認定こども園、へき地保

育所、家庭的保育、そして学童保育所の保

育料完全無償化を継続してまいります。 

また、令和４年度から開始した「伴走型相

談支援及び出産・子育て応援給付金等一体的

実施事業」につきましては、引き続き出産・

子育て応援ギフトの支給や面談等により子育

て支援を行うほか、今年度は健康管理システ

ムを改修して妊婦の状況や乳幼児健診結果、

相談記録を管理できるようにし、母子と乳幼

児の健康状態の一元管理により、子育て支援

を効果的に行える体制を目指します。 

こども園及び学童保育所においても、登

園等の管理や記録を管理できるシステムを

導入し、保護者への連絡体制の充実や保育

支援計画の作成、情報の共有化を図ってま

いります。 

国は、こどもの健やかな成長を社会全体

で後押しするため「こども家庭庁」を創設

し、令和５年度に発足させたことから、本

町においても、さらなる子育て支援の充実

を図るための体制整備を進めます。 

高齢者福祉施策では、福祉課総合支援相

談室を中心に医療機関や介護サービス事業

所等との情報共有を一層進め、特に介護保

険の制度改正、介護保険サービスを取り巻

く時代の変化への対応や、特別養護老人

ホームの建替え等も含めた「医療と介護・

保健・福祉の連携システム」の充実に向け

た取組を進めてまいります。また、町内の

介護療養型老人保健施設及び軽費老人ホー

ムに経営安定資金を助成し、介護サービス

等の円滑な提供を確保いたします。 

介護人材の確保・育成事業としまして、

修学資金貸付金、就業支援等補助金、介護

福祉士資格取得等補助金などの制度を継続

し、介護事業の円滑な運営を支援してまい

ります。 
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次に、予防検診経費といたしまして、人

間ドック、胃カメラ、骨粗しょう症やピロ

リ菌検査、ＰＥＴがん、脳ドック検診、ヘ

リカルＣＴ肺がん検診等の受診に係る経費

について引き続き支援を行い、町民の命と

健康を守る取組を充実してまいります。 

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種

事業につきましては、６月から集団接種で

実施するほか、町内医療機関のご協力をい

ただいて個別接種を行うなど、接種を希望

する町民の皆様がワクチンを接種できるよ

う、ワクチンの供給状況を踏まえ、接種体

制を整備してまいります。 

近年、福祉における課題は多様化・複雑

化しており、住民誰もが住み慣れた地域で

安心して暮らすことのできる地域社会の実

現が求められています。今年度は、足寄町

障がい者福祉計画、障がい福祉計画、障が

い児福祉計画や高齢者保健福祉計画・介護

保険事業計画、健康づくり計画などの策定

時期であることから、本町を取り巻く状況

を的確に把握し、時代の変化に即した福祉

施策の基本方針や目指すべき将来像、実施

施策等を盛り込んだ計画の策定を進めます。 

子どもの医療費助成につきましては、本

町では健康保持と増進を目的に、現在は所

得制限を設けず中学生まで本人負担が生じ

ないよう助成を行っていますが、十勝管内

他市町村の状況等も踏まえ、本年１０月か

ら高校生までの医療費を無料とするため、

本定例会に条例改正と補正予算を提案して

います。 

４月１日にオープンした町営温泉浴場「銀

河の湯あしょろ」については、町民のくつ

ろぎの場、憩いの場となるとともに、里見

が丘公園で遊んだ後やキャンプ場利用者に

もご利用いただくなど、足寄町を訪れた方

にも楽しんでいただける施設となるよう、

指定管理者とともに円滑な運営を進めてま

いります。 

ごみ処理につきましては、安定的な収集

業務を維持するとともに、ごみ減量化の啓

発活動や資源ごみのリサイクル体制の充実、

自治会等の資源ごみの集団回収や生ごみ処

理機等の購入に対する助成等を通して、再

資源化と有効活用を推進し、さらに食品ロ

スやごみの発生を回避する取組など、本町

で実施可能なごみ減量化推進策を検討して

まいります。また、高齢者や障害者等でご

み出しや適切な分別ができない世帯の収集

分別作業をお手伝いする「ふれあい収集事

業」を引き続き実施します。 

次に、農業振興対策について申し上げま

す。 

新型コロナウイルス感染拡大やロシアの

ウクライナ侵攻等により、肥料や飼料、農

業生産資材が高騰し、農家経済はこれまで

にない厳しい状況に直面しています。 

とりわけ、酪農家は生乳生産の抑制や仔

牛価格の暴落等で非常に厳しい状況となっ

ており、経営環境の悪化は依然として先が

見えない状況が続いています。このような

状況から、足寄町農業協同組合と協働し、

農業経営の安定と営農意欲の維持を図るこ

とを目的に、農業経営継続のための支援を

行います。 

また、持続可能な畑作経営を推進するた

めには「土づくり」が重要ですが、燃油価

格高騰による堆肥運搬コストの上昇で堆肥

利用が減少していることから、牛糞堆肥や

ＪＡ足寄バイオマスセンターの発酵消化液

の活用を促進し、土壌の物理性改善を図る

ために、足寄町農協が実施する「耕畜連携

地力増進事業」を支援します。 

また、農業担い手の確保と育成関係では、

平成１３年から昨年までの２２年間で、２

３組が新規就農しており、現在も新規就農

志向者として３組が就農を目指して準備を

進めています。夫婦ともに就農し共同経営

体として国に認められたことによる経営開

始資金の増額、新たに６月から新規就農志

向者として研修を開始する方への実習奨励

金及び研修先農家に対する営農指導交付金

の増額など、新規就農者や志向者への支援
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を行うなど農業担い手の確保と育成を図り

ます。 

近年、町内で家畜伝染病の発生が相次い

でおり、伝染性が高く、現在も防疫対策を

継続している疾病もあります。牛馬の移動

や出荷制限のほか、淘汰に至る場合もあ

り、農家にとって精神的にも経済的にも甚

大な負担となることから、家畜伝染病の予

防と衛生対策の強化を図ります。 

次に、林業振興について申し上げます。 

将来にわたって森林の恵みを享受できる

まちづくりを進めるため、引き続き、森林

の有する多面的機能を発揮させるための適

正な森林施業の実施や、森林の保全により、

健全な森林資源の維持造成を推進してまい

ります。 

また、森林環境譲与税を財源に、森林整

備の推進、人材育成と担い手の確保、森林

行政の体制強化を柱に、民有林を中心とし

た林業の振興に繋がる取組を、関係機関と

連携し、計画的かつ効果的に進めることと

しています。 

次に、商工観光振興対策について申し上

げます。 

まず１点目として、新型コロナウイルス

感染症への対応についてですが、５月８日

より人の移動や飲食などの行動制限は緩和

されましたが、昨年からの物価やエネル

ギー価格の高騰も収まる気配がなく、商工

業者には厳しい状況が続いています。 

このような状況から、足寄町商工会が実

施する町内事業者の販売促進や特産品開発

支援に関する取組やプレミアム付商品券発

行事業に対し支援を行います。 

また、アフターコロナに向け、観光ＰＲ

と商品開発等の観光物産プロモーション事

業を進めるあしょろ観光協会に対し支援を

行います。 

なお、新型コロナウイルス感染症や物価、

エネルギー価格の高騰による家計・事業者

等への影響が長引くことも考えられ、引き

続き、関係機関との情報交換と情報収集を

行ってまいります。 

また、経営継続に必要と認められる事業

を行う小規模事業者に対し足寄町商工会が

支援を行う小規模事業振興補助金や、認定

特定創業支援等事業による支援の証明を受

け、町内で創業した事業者並びに創業後の

事業継続に支援を行う足寄町創業及び持続

化支援金の取組を行います。 

２点目はイベントの開催についてですが、

コロナの感染拡大により中止となっていた

各種イベントの再開に向け準備を進めてお

り、昨年度までＷＥＢ開催をしていた「足

寄ふるさとラワンぶきまつり」を６月２５

日に道の駅あしょろ銀河ホール２１イベン

ト広場で開催することが実行委員会で決定

されました。また、「足寄ふるさと盆踊

り・両国花火大会」につきましても、開催

に向けて実行委員会において検討が行われ

る予定とお聞きしております。 

３点目は、雌阿寒岳・オンネトー地区の

観光振興についてですが、昨年６月にオー

プンしたオンネトー休憩舎とオンネトー国

設野営場を、今年もあしょろ観光協会に委

託のうえ運営してまいります。 

また、多数の観光客が利用する雌阿寒温

泉公衆トイレの浄化槽改修工事を行いま

す。 

４点目は、商工観光部門の地域おこし協

力隊の取組についてですが、昨年度から継

続雇用の３名で特産品開発や観光活性化を

進めてまいります。 

次に、土木関係の事業について申し上げ

ます。 

地籍事業につきましては、計画に沿って、

令和２年度着手の中足寄・螺湾・上利別の

各一部地区について、土地の位置付けの明

確化を進めてまいります。 

土木建設工事につきましては、橋梁長寿

命化修繕事業として、一天橋外１橋の調査

設計、ポン沢橋外２橋の修繕等を行うほか、

橋梁長寿命化修繕計画策定業務において管

理橋梁１１９橋の修繕計画の策定を行いま
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す。 

また、道路ストック修繕事業として、共

励線の舗装修繕並びに足寄白糠線の路面性

状調査及び修繕調査設計を行い、生活道路

等の整備改善を図ります。 

そのほか、総合計画の年次計画に基づき、

町道整備工事や傷んだ舗装の補修工事、街

路灯のＬＥＤ化等を進めます。 

公園事業につきましては、里見が丘公園

整備事業として、旧青少年会館からキャン

プ場までの幹線園路ほかの整備を行います｡ 

また、公園長寿命化修繕事業として、山

手通公園の遊具等の更新を行い、そのほか

の公園につきましても、遊具等の保守点検

結果に基づく計画的な修繕を行いながら、

安全で安心して利用できる施設の維持に努

めます。 

 続きまして、消防体制の推進についてで

すが、常備消防管理経費ではとかち広域消

防事務組合消防負担金等を、非常備消防管

理経費では主に消防団に要する経費を計上

しております。 

本定例会においては、常備消防管理経費

として、長寿命化のための消防庁舎外壁改

修工事と消防庁舎高圧ケーブル等更新工事

に係る経費を、また、非常備消防管理経費

として、団員の安全確保のための高視認性

活動服の購入と長寿命化のための第４分団

上利別詰所の屋根塗装工事に係る経費を補

正予算として計上しています。 

複雑多様化する災害に対応するため、よ

り実践に即した訓練を行い、出動計画に基

づく消防部隊の適正な運用に努めるととも

に、地域防災力の要である消防団員の確保

と装備の充実を図り、時代のニーズに即し

た消防体制の強化に努めてまいります。 

また、火災を減らすには一人一人の防火

意識が重要なことから、町民の防災意識を

高めるために、年間を通した啓発を行いま

す。 

救急体制については、高齢化による救急

件数の増加と業務の高度化に対応するため、

気管挿管や薬剤投与等の研修を進めてまい

ります。また、救命率向上には早期の心肺

蘇生が重要であることから、町民に対する

救命講習の拡充に努めてまいります。 

町民の安心安全を確保するため、引き続

き、消防署、消防団と関係機関が連携して、

地域の実情や社会情勢に対応した消防行政

の推進に努めてまいります。 

次に、防災関係について申し上げます。 

防災行政無線施設の整備が完了して以降、

全世帯への戸別受信機配備に向けた取組を

進めており、現在、一般世帯に２,４１０台、

町内企業には６９台配備され、配備率は約

８５％となりました。引き続き、災害情報

等を確実に届けるため、未配備世帯の解消

に向けた取組を進めてまいります。 

また、頻発する異常気象や地震・火山噴

火、大規模停電等の災害に備えるため、引

き続き自主防災組織の結成に係る支援や防

災資機材の増強等を行うほか、災害発生時

に、避難行動をとる上で重要な情報を掲載

する「足寄町防災ガイドマップ」を改定い

たします。 

一般会計の歳入では、財政調整基金及び

公共施設建設等基金から合計７億２,２９５

万４千円の繰入金を計上し、町債において

は辺地対策事業債や過疎対策事業債など合

計６億７,６６１万７千円の借入れを見込ん

でおります。 

次に、特別会計について申し上げます。 

特別会計及び企業会計では、それぞれの

会計の設置目的に沿い、できるだけ簡素で

効率的な会計運営を意識して事業執行を進

めてまいります。 

国民健康保険事業特別会計につきまして

は、被保険者の年齢構成が高く医療費水準

が高いことや、コロナ禍において被保険者

の所得水準が改善しないこと等もあり、厳

しい財政見通しとなっております。 

また、令和１２年度に予定されている保

険税率の全道統一化に向け、北海道の示す

標準保険税率の水準まで段階的に引き上げ
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ていくため、現行保険税率の改正を国保運

営協議会に諮問し、答申をいただきました

ことから、本定例会に国民健康保険税条例

の改正案を提出させていただいております。 

足寄町の納付負担額は年々増加していま

すが、被保険者の急激な負担増とならないよ

う、計画的な税率改正、適正な会計運営を

行い、国民健康保険制度が被保険者にとっ

て、安心して医療機関を受診でき、地域の

医療を支える制度として役立てるよう、今

後も努めてまいります。 

簡易水道特別会計につきましては、遠隔

監視システム等の整備を行い、施設維持管

理の充実と安全安心な水道水の安定供給を

図ってまいります。 

公共下水道事業特別会計では、汚水管の

高圧洗浄やカメラ調査を計画的に行い、適

正な維持管理を行ってまいります。また、

下水終末処理場につきましては、長寿命化

のために計画的な改築を進めており、ス

トックマネジメント計画に基づき、電気設

備工事を行います。 

公営企業法適用化につきましては、令和

６年度の移行を目標に、引き続き準備を進

めてまいります。 

介護保険特別会計にあっては、第８期介

護保険事業計画の最終年度として、これま

での実績を踏まえて必要な事業を行ってま

いります。 

次に、介護サービス事業特別会計であり

ますが、特別養護老人ホームの運営にあ

たっては、利用者の立場に立った質の高い

サービスの提供に努め、家庭的な雰囲気の

中でその人らしい暮らしを保つことができ

るよう、利用者の健康保持、安全・安心し

て生活が送れる施設づくりを今後も進めて

まいります。 

また、施設の建替えにつきましては、令

和７年度の供用開始を目指し、現在、基本

設計に着手しており、本年度中に土地の購

入や実施設計を行う予定ですが、地域包括

ケアの推進に係る国の動向等を踏まえ、国

保病院、町内介護事業所等とも連携を図り、

令和６年度に建設工事に着手できるように

事業を進めてまいります。 

後期高齢者医療特別会計につきましては、

北海道後期高齢者医療広域連合と連携を図

り、申請受付等の事務を適正に実施してま

いります。また、高齢者の保健事業と介護

予防を一体的に実施するため、保健師や栄

養士、介護支援専門員等と連携し、個々の

状態に応じた疾病予防や重症化予防、生活

機能の向上に新たに取り組んでまいります。

なお、一体的実施に伴う支援業務の委託料

を本定例会に提案しています。 

次に、資源ごみ処理等事業特別会計であ

りますが、資源ごみ処理につきましては、

中足寄にある銀河クリーンセンターを中間

処理施設として池北三町が共同で行ってお

ります。施設整備後２０年以上経過し、設

備等の損耗が著しくなってきております

が、廃棄物行政の環境変化に柔軟に対応

し、施設の維持管理に努めてまいります。 

次に、企業会計について申し上げます。 

上水道事業会計につきましては、安全安

心な水道水の安定的な供給を図るために、

老朽管路の更新と道路整備事業の実施に伴

う配水管移設事業を進めてまいります。 

次に、国民健康保険病院事業会計につき

ましては、本年４月に内科常勤医師１名が

着任し、４年ぶりに常勤医師が４名体制と

なりました。経営基盤安定のためには、ま

ずは医師や看護師等、医療従事者の安定的

確保と定着化が必要不可欠なことから、引

き続き重点課題として取り組んでまいりま

す。 

また、２０２４年４月から始まる医師の

働き方改革に向けた対応や、年度内に策定

予定の経営強化プランに沿った病院運営を

着実に進めてまいります。 

人口減少や新型コロナウイルス感染症に

よる受診控えなど様々な要因が重なり、こ

こ数年来、病院経営は厳しい環境下に置か

れておりますが、町内唯一の入院病床を有
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する救急告示医療機関として、２４時間３

６５日、必要時にいつでも安心して医療が

受けられる体制を維持していくことは、二

次医療圏まで１時間以上を要し、高齢化率

の高いこの地域にとっては、無くてはなら

ないものと考えております。 

そのため、必要とされる医療提供体制の

確保に努めるとともに、地域の基幹病院と

して、町民の皆様が安心と信頼をもって受

診していただけるよう、良質な医療の提供

はもとより、病院スタッフの接遇の向上に

ついても、最大限の努力をしてまいります。

併せて、医療機器の計画的な更新、施設の

維持・補修等、医療環境の整備を進めてま

いります。 

以上、項目ごとの概要説明を申し上げま

したが、予算編成にあたっては、財政の健

全化を念頭におき、緊急性や必要性、経費

の節減等を十分に考慮し、限られた財源の

効率的な配分や国の施策を活用し予算編成

を行っています。 

電気料金をはじめ、様々な商品やサービ

スの値上げが今後も予定されていることか

ら、可能な限り節電・節減・省エネに努め

てまいりますが、改めて９月以降に執行予

算の精査を行い、予算が不足すると見込ま

れる場合には、追加の補正予算をお願いし

なければならないと考えております。 

今後も限られた財源を効果的に活用し、

健全な財政運営の堅持に努め、町民の皆様

との対話を大切にして、より多くの町民が

「住民にやさしい役場」と感じていただけ

るよう、職員教育と人材育成を進めてまい

ります。 

以上、令和５年度の一般会計、特別会計

及び企業会計補正予算案の概要説明も含め、

行政執行方針を申し上げました。今後の町

政運営につきましては、議会との連携のも

と、誤りなき町政運営・執行にあたってま

いる所存でありますので、町議会議員並び

に町民の皆様の一層のご支援とご協力をお

願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） 次に、教育委員会

から教育行政執行方針を申し述べます。 

教育長 東海林弘哉君。 

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 議

長のお許しを頂きましたので、令和５年第

２回定例会の開会に当たり、足寄町教育委

員会の所管行政の執行に関する主要な方針

を申し上げます。 

 教育行政に臨む基本姿勢。 

人口減少・少子高齢化の進行や産業構造

の変化、感染症の影響等、「変動・不確

実・複雑・曖昧」な現代において、これま

での知識や経験だけで解を求めることが難

しい状況にあります。 

 このような中、学校教育においては、「生

きて働く知識・技能の習得」「未知の状況

にも対応できる思考力・判断力・表現力な

どの育成」「学びを人生や社会に生かそう

とする学びに向かう力・人間性の涵養」を

知・徳・体のバランスのとれた教育により

獲得させることが重要です。加えて、「個

別最適な学び」や「協働的な学び」を通

し、主体的な課題解決力等の豊かな人生を

切り拓いていくための資質・能力を高める

ことが求められています。一方、社会教育

では、幅広い世代と連携・協働し支え合え

る体制整備に努め、それぞれのニーズに応

じた学びの場を提供するとともに、地域コ

ミュニティの活性化や地域で活躍できる

「人づくり」を推進することが大切です。 

そこで、足寄町教育委員会といたしまし

ては、教育関連法や足寄町第６次総合計画

及び第６次足寄町教育振興基本計画などを

基底に据え、総合教育会議の協議・調整を

尊重するとともに、学校教育と社会教育を

両輪として、豊かな循環型生涯学習のまち

づくりを目指して教育行政を推進してまい

ります。 

 以下、学校教育と生涯学習、高等学校振

興の推進について主な施策を申し上げます。 

 学校教育の推進。 

一つ目は、学校教育の推進についてです。 
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 まず、「子どもたち一人ひとりの可能性

を引き出す教育の推進」ですが、持続可能

な開発目標・ＳＤＧｓや持続可能な開発の

ための教育・ＥＳＤの理念に則った問題解

決的な学習や体験的な学習活動を重視し、

新しい時代に必要となる資質・能力を育成

してまいります。１人１台端末の活用によ

る授業改善等は、今年度特に重点となると

ころです。また、年々重視されている特別

支援教育、ふるさと教育やキャリア教育の

充実、豊かな人間性を育む道徳教育、国際

理解教育の充実、体力・運動習慣の定着は

欠かすことができません。 

 次に、「学びの機会を保障し質を高める

環境の確立」ですが、いじめ、不登校への

対応や関係機関と連携した児童生徒への支

援、ＩＣＴの活用による多様な教育機会の

確保、安全教育についても、組織的に行っ

てまいります。何より、教職員の心理的安

全性を確保するためにも、働き方改革や人

材育成、不祥事防止は、まったなしの喫緊

の課題です。さらに、小・中・高の幅広い

連携も推進してまいります。 

 具体的な方策としまして、「確かな学力」

では、少人数指導や習熟度別学習、長期休

業中の学習機会の提供、家庭への啓発活動

等に取り組んでまいります。また、各種調

査や分析結果を踏まえた「学力向上推進プ

ラン」を示し、「主体的・対話的で深い学

び」による授業改善を図ってまいります。

加えて、教育課程の充実や学力を高める検

証改善サイクルを確立し、生涯学習推進ア

ドバイザーの指導の下、学力向上を目指し

ます。指導内容の調整についても、小・

中・高で連携・協働し、効率のよい指導方

法・指導体制を工夫してまいります。 

「豊かな心」では、教育相談や「特別の

教科道徳」の充実、読書活動の推進、ＳＮ

Ｓ等の情報モラル教育の徹底に取り組んで

まいります。特に、読書につきましては、

豊かな感性を育む読書活動を充実させるた

め、移動図書や巡回配本、図書館司書の学

校訪問相談等、町図書館と学校の連携を

図ってまいります。また、「いじめ問題」

につきましては、足寄町いじめ防止基本方

針に基づき、先ずはいじめを積極的に認知

し重大事態を引き起こさないよう指導して

まいります。不登校対応については、学

校・保護者・関係機関の連携強化を図り、

改善を目指します。 

「健やかな体」では、「全国体力・運動

能力運動習慣等調査」や新体力テストの実

施結果を踏まえ、体育・保健体育の改善や

体力づくり運動の持続化に努め、体力向上

や運動の習慣化を図ってまいります。   

食育では、栄養教諭と連携して食に関する

指導を充実させるとともに、学校給食の衛

生・安全管理を徹底してまいります。ま

た、地場産食材の積極的な活用による「ふ

るさと給食」等を継続し、安全・安心で楽

しい給食の提供に努めてまいります。 

  国際理解教育では、国際交流員を活用し

て小学校の英語教科や外国語活動及び中学

校の英語教科などの支援を図り、英語力の

向上や異文化理解など国際理解教育の推進

に努めてまいります。 

  ふるさと教育、キャリア教育では、関係

機関・団体等との協力・調整を図り、地域

人材の活用や職場訪問体験学習などを通し

て、ふるさと足寄への愛着や望ましい職業

観、勤労観を培ってまいります。 

防災・交通安全教育では、各教科の関連

内容の学習や定期的な実施訓練を通して災

害への対応力を高めるとともに、地域実態

に応じた危機管理対応マニュアルの評価・

改 善 を 図 っ て ま い り ま す 。        

ＩＣＴによる教育では、一人１台端末を活

用した「個別最適な学び」と「協働的な学

び」の充実を図ってまいります。また、き

め細かな複式教育や長期欠席児童生徒への

支援等、多様なＩＣＴ活用についても工夫

してまいります。 

  特別支援教育では、一人一人の教育的

ニーズに応じた適切な教育を実施するた
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め、社会的自立や合理的配慮を踏まえた個

別の教育支援計画に基づいた教育活動の展

開や学習支援員の継続配置、あしょろ子ど

もセンターとの連携強化等、支援体制の充

実に努めてまいります。   

学校給食につきましては、子育てや人口

減少への対策として、小・中・高の児童及

び生徒に無償提供を継続してまいります。 

  教育環境整備につきましては、校舎の施

設・設備や教職員住宅の修繕等を、今年度

も計画的に進めてまいります。 

 教職員の人材育成につきましては、昨年

度後半から実施している校長・教頭研修会、

リーダー養成面談を継続し、対象を一般教

諭等に拡大するとともに、北海道教育委員

会の研修履歴を活用した新たな研修制度を

受けて、幅広い研修内容の展開を工夫して

まいります。 

教職員の働き方改革につきましては、足

寄町アクションプランを継続し、土、日の

部活動の地域移行についても検討協議会を

設置し、足寄らしい対応を検討してまいり

ます。 

また、昨年度から導入した町内全小・中

学校コミュニティ・スクールについては、

地域学校協働活動との一体的な取組を推進

するとともに、町内全ての学校のネット

ワークが強固なものとなるよう基盤づくり

を行ってまいります。 

 生涯学習の推進。 

二つ目は、生涯学習の推進についてです。 

『「学ぶ・育てる・ささえあう」笑顔あ

ふれるまちづくり』を基本理念とした、第

６次足寄町教育振興基本計画を踏まえ、「地

域と歩む持続可能な教育の実現」として足

寄ならではの生涯学習社会の実現に向けた

社会教育の充実を図ってまいります。また、

地域資源を組み入れた多様な学習活動やＩ

ＣＴを活用した情報共有及び町民ニーズの

把握に努め、学び合いを通して獲得した成

果を地域や社会で活かすことのできる「人

づくり」と「環境づくり」に取り組んでま

いります。 

 具体的な方策としまして、家庭教育につ

きましては、「家庭教育学級」や子育て支

援・学習と交流の会「すくすく」の充実を

さらに図ってまいります。また、あしょろ

子どもセンター等の関係機関と連携を密に

し、家庭教育・子育て支援の充実に努めて

まいります。 

  青少年教育につきましては、人間形成の

基礎が培われる時期にＳＤＧｓ・ＥＳＤを

踏まえた様々な取組を通し、自立と共生に

富んだ豊かな人材を育成することが求めら

れております。地域素材を生かした自然体

験活動「すすめ！あしょろ☆冒険王」の実

施をはじめ、各種ボランティア活動やス

ポーツ活動、文化・芸術活動などの支援と

育成に努めてまいります。昨年度文部科学

大臣表彰を受けた長期休業中の居場所づく

りとしての「チャレンジクラブ」は、今年

度も実施してまいります。また、地域の教

育機関である「北海道立青少年体験活動支

援施設ネイパル足寄」や「九州大学北海道

演習林」との連携も図ってまいります。 

  未来のリーダーを育成する成人教育では、

情報提供やリーダーを養成する機会の充実

に努めてまいります。そして、ふるさと足

寄１００年塾「生きがいスクール」等、高

齢者の生きがいにつながる多様で豊かな学

び合いを支援してまいります。さらに、女

性の活躍に結びつく学習機会や情報提供を

通して、女性の個性と能力を十分に発揮で

きるよう支援してまいります。   

  国際交流につきましては、海外研修派遣

事業に加えて、保育園児の英語遊び活動や

一般町民を対象とした英会話教室など、国

際交流員を活用して実施してまいります。 

  生涯学習施設については、町民センター

と生涯学習館を「町づくり」「人づくり」

の学習拠点として位置づけ、学びやすい施

設環境を目指してまいります。とりわけ、

図書館につきましては、情報センターとし

ての機能が充実するよう、小・中学校との
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連携他、魅力ある事業を展開してまいりま

す。また、乳幼児の絵本との出合いと親子

の触れ合いなどを支援する「ブックスター

ト事業」や読み聞かせの会への支援等、子

どもが持続的に読書に興味・関心をもつこ

とができるよう、読書活動を推進してまい

ります。 

 文化・芸術活動の推進につきましては、

各種団体等が行う活動と連携して、地域文

化の伝承や創作活動等を意図的・計画的に

支援してまいります。 

  足寄動物化石博物館につきましては、昨

年度通算入館者５０万人を達成いたしまし

た。引き続き、企画・運営の工夫や発掘体

験活動などにより入館者数の増加に努め、

本町の象徴的な学術施設としてさらに価値

を高めるための連携を図ってまいります。 

  体育・スポーツの振興につきましては、

町民皆スポーツを目指し、持続的にスポー

ツに参加できる機会を確保し、各種スポー

ツ施設の安全点検並びに計画的整備を図っ

てまいります。 

また、各関係機関・団体と連携し、中学

校部活動の地域移行の取組と並行して、指

導者の育成や指導体制の充実を図ってまい

ります。さらに、各種スポーツ大会や出前

教室、学校開放事業、総合型地域スポーツ

クラブの育成などを通し、スポーツの振興

と普及に努めてまいります。 

 足寄高等学校教育振興の推進。 

 ３つ目は、足寄高等学校教育への振興に

ついてです。 

 足寄高等学校の存続・２間口確保に向け

た取組につきましては、足寄高等学校振興

会等関係団体と連携・協議し、通学費や希

望生徒への給食の提供、海外研修派遣、足

寄町学習塾、多目的交流施設等への支援を

継続するとともに、振興策について広く周

知するよう努めてまいります。 

また、主体的に課題に向き合う力を身に

付けさせる「探究活動」への支援も行い、

高等学校教育の質の向上に貢献したいと考

えております。 

足寄高校生海外研修派遣事業は、コロナ

禍のためこれまで３年間実施できませんで

したが、国際理解教育、探究活動の充実の

観点からも今年度より高校２年生を対象と

し、実施する予定です。 

 以上、令和５年度の教育行政の執行に関

する主要な方針について申し上げました。 

 町議会議員並びに町民の皆様のご理解と

ご支援をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これで行政執行方

針を終わります。 

 ここで１１時２０分まで休憩といたしま

す。 

        午前１１時１０分 休憩 

午前１１時２０分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 

◎ 報告第７号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第６ 報告第

７号繰越明許費繰越計算書について（一般

会計）の件を議題といたします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） 議案書の１

ページをお願いいたします。 

ただいま議題となりました報告第７号繰

越し明許費繰越し計算書について、御報告

申し上げます。 

令和４年度足寄町一般会計予算の繰越し

明許費は、別紙のとおり翌年度に繰越しま

したので、地方自治法施行令第１４６条第

２項の規定により御報告するものでござい

ます。 

これまでに予算の議決をいただきました

介護サービス事業助成事業のほか、５つの

事業につきまして１ページの右側に別紙と

いたしまして添付しております計算書のと

おり、それぞれ事業費が確定いたしました

ので御報告をするものでございます。 

翌年度への繰越額は６事業、合わせて
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４，０６３万９，０００円でございます。 

以上のとおり御報告申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） ただいまの報告に

対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これをもって報告を終わります。 

 

◎ 報告第８号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第７ 報告第

８号繰越明許費繰越計算書について（公共

下水道事業特別会計）の件を議題としま

す。 

 本件について、報告を求めます。 

 副町長 丸山晃徳君。 

○副町長（丸山晃徳君） 建設課長事務取

扱でございます。 

ただいま議題となりました報告第８号繰

越し明許費繰越し計算書について、御報告

申し上げます。 

議案書２ページをお開き願います。 

令和４年度足寄町公共下水道事業特別会

計予算の繰越し明許費は、別紙のとおり翌

年度に繰越したので、地方自治法施行令第

１４６条第２項の規定により、これを報告

するものでございます。 

本件は、本年２月開会の第１回臨時会で

議決をいただいた繰越し明許費につきまし

て、下水終末処理場の建設工事委託に係る

繰越額が２ページ右側の別紙計算書のとお

り確定しましたのでこれを報告するもので

ございます。 

翌年度への繰越額は１，４００万円でご

ざいます。 

以上報告第８号繰越し明許費繰越し計算

書について御報告申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） ただいまの報告に

対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これをもって報告を終わります。 

 

◎ 報告第９号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第８ 報告第

９号繰越明許費繰越計算書について（介護

サービス事業特別会計）の件を議題としま

す。 

 本件について、報告を求めます。 

福祉課長 保多紀江君。 

○福祉課長（保多紀江君） ３ページをお

開き願います。ただいま議題となりました

報告第９号繰越し明許費繰越し計算書につ

いて、御報告申し上げます。 

令和４年度足寄町介護サービス事業特別

会計予算の繰越し明許費は、別紙のとおり

翌年度へ繰越しましたので、地方自治法施

行令第１４６条第２項の規定により御報告

をするものでございます。 

右側に別紙として添付しております計算

書のとおり１，７６０万円を翌年度へ繰越

してございます。 

以上のとおり御報告申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） ただいまの報告に

対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これをもって報告を終わります。 

 

◎ 報告第１０号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第９ 報告第

１０号事故繰越し繰越計算書について（一

般会計）の件を議題とします。 

 本件について、報告を求めます。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ４ページをお
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願いいたします。ただいま議題となりまし

た報告第１０号事故繰越し繰越計算書につ

いて、御報告申し上げます。 

令和４年度足寄町一般会計予算の事故繰

越しは、別紙のとおり翌年度に繰越しまし

たので、地方自治法施行令第１５０条第３

項の規定により御報告をするものでござい

ます。 

４ページの右側に別紙といたしまして、

添付しております計算書のとおり第２款総

務費、第１項総務管理費、地域活性化推進

事業の住環境店舗等整備補助金につきまし

て、交付決定した外構工事１件と、第４款

衛生費、第２項じん芥処理費、じん芥処理

経費のＰＣＢ廃棄物収集運搬処理業務委託

料１件が年度内に完了することが困難とな

りましたため、事故繰越しを行ったもので

ございます。翌年度への繰越額は二つの事

業合わせて５０４万７，０００円でござい

ます。 

なお、いずれも事業は既に完了しており

まして、今月中には支出が完了する見込み

でございます。 

以上のとおり御報告申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） ただいまの報告に

対し、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これをもって報告を終わります。 

 

◎ 議案第４２号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１０ 議案

第４２号辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の策定についての件を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ５ページをお

願いいたします。ただいま議題となりまし

た議案第４２号辺地に係る公共的施設の総

合整備計画の策定について、提案理由の御

説明を申し上げます。 

辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律第３条

第１項の規定に基づき、大誉地辺地、茂足

寄辺地に係る公共的施設の総合整備計画

を、別紙のとおり策定をするため議会の議

決をお願いするものでございます。 

この整備計画につきましては、辺地にお

いて公共的施設を整備するに当たり、財源

といたしまして辺地対策事業債を活用する

ために必要な計画となってございます。 

計画の概要につきましては、別紙として

添付しております総合整備計画書により御

説明をいたしますので、６ページをご覧い

ただきたいと思います。 

まず、大誉地辺地でございますが、１辺

地の概況、２公共的施設の整備を必要とす

る事情等につきましては、記載のとおりで

ございますので、説明は省略させていただ

きます。 

６ページの右側の３公共的施設の整備計

画内訳をご覧ください。 

施設名市町村道・橋りょう、事業名橋梁

長寿命化修繕事業のほか、飲用水供給施設

で２事業を、消防施設で１事業、合わせて

４つの事業を行うものでございます。 

事業費は合わせて１億１，１４４万４，

０００円。辺地対策事業債の予定額は７千

４２０万円でございます。 

次に、７ページをお願いいたします。 

茂足寄辺地でございますが、１辺地の概

況、２公共的施設の整備を必要とする事情

等つきましては、記載のとおりでございま

すので、説明は省略させていただきます。 

８ページの３公共的施設の整備計画内訳

をご覧ください。 

施設名市町村道・橋りょう、事業名橋梁

長寿命化修繕事業ほか１事業。飲用水供給

施設で２事業、消防施設で１事業、観光・

レクリエーション施設で１事業、合わせて
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６つの事業を行うものでございます。 

事業費は合わせて３億３，７６８万１，

０００円。辺地対策事業債の予定額は１億

２，７８０万円でございます。 

整備計画の期間は、いずれも令和５年度

から令和９年度までの５年間でございま

す。 

なお、本計画の策定に当たりまして、既

に北海道と協議を行っており、５月１０日

付けで北海道知事から計画内容に異議がな

いとの回答をいただいているところであり

ます。 

以上で提案理由とさせていただきますの

で、御審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第４２号辺地に係る公共的

施設の総合整備計画の策定についての件を

採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第４２号辺地に係る公

共的施設の総合整備計画の策定についての

件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第４３号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１１ 議案

第４３号辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の一部変更についての件を議題としま

す。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） ９ページをお

願いいたします。 

ただいま議題となりました議案第４３号

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一

部変更について、提案理由の御説明を申し

上げます。 

辺地に係る公共的施設の総合整備のため

の財政上の特別措置等に関する法律第３条

第８項において準用する、同条第１項の規

定に基づき、螺湾辺地、芽登辺地に係る公

共的施設の総合整備計画の一部を変更する

もので、財源として辺地対策事業債を活用

予定の事業について、計画内容に一部変更

が生じましたので議会の議決をお願いする

ものでございます。 

整備計画の一部変更の概要につきまして

は、別紙として添付しております総合整備

計画書により御説明いたしますので、１０

ページをご覧ください。 

まず、螺湾辺地でございますが、計画書

の下線表示部が変更箇所でございます。 

２公共的施設の整備を必要とする事情に

つきましては、飲料水供給施設といたしま

して、簡易水道遠隔監視システム更新事業

を新たに追加するものでございます。 

３公共的施設の整備計画をご覧くださ

い。事業費は４２万円。辺地対策事業債の

予定額は２０万円でございます。 

事業の追加に伴い、事業費等の合計額に

つきましても、括弧内の下線表示部のとお

り変更になってございます。 

整備計画の期間は、令和３年度から令和

７年度までの５年間でございます。 

次に１１ページをお願いいたします。 

芽登辺地でございますが、下線表示部が
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変更箇所でございます。 

２公共的施設の整備を必要とする事情に

つきましては、飲料水供給施設といたしま

して、簡易水道遠隔監視システム更新事業

を新たに追加するものでございます。 

１２ページの３公共的施設の整備計画内

訳をご覧ください。事業費は４２万円。辺

地対策事業債の予定額は２０万円でござい

ます。 

事業の追加に伴い、事業費等の合計額に

つきましても、括弧内の下線表示部のとお

り変更になってございます。 

整備計画の期間は、令和４年度から令和

８年度までの５年間でございます。 

なお、本計画の変更に当たりまして、既

に北海道と協議を行っており、５月１２日

付けで北海道知事から計画変更内容に異議

がないとの回答をいただいているところで

あります。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第４３号辺地に係る公共的

施設の総合整備計画の一部変更についての

件を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第４３号辺地に係る公

共的施設の総合整備計画の一部変更につい

ての件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第４４号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１２ 議案

第４４号芽登小学校外部改修（建築主体）

工事請負契約についての件を議題としま

す。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） １３ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました議案第４４号

芽登小学校外部改修（建築主体）工事請負

契約について提案理由の御説明を申し上げ

ます。 

令和５年５月１９日足寄町財務規則に基

づき、指名競争入札に付した芽登小学校外

部改修（建築主体）工事について、下記の

とおり請負契約を締結するため、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により議会の議

決をお願いするものでございます。 

契約の目的は芽登小学校外部改修（建築

主体）工事。 

契約の方法は指名競争入札による契約で

ございます。 

契約の金額は８，８２２万円でございま

す。 

契約の相手方は、足寄町西町８丁目１番

地の１２、株式会社外田組、代表取締役菅

原智美氏でございます。 

工期は、令和５年１１月１７日になって

ございます。 

１４ページに１階の平面図。１５ページ

に２階の平面図及び屋根伏図を。１６ペー

ジに体育館の屋根伏図を添付しております

ので、ご参照いただきたいと思います。 
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主な改修項目につきましては、１４ペー

ジの図面の右側上段に記載のとおり、校舎

及び体育館の屋根、外壁、基礎などの改修

を行うものでございます。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １０番進藤議員。 

○１０番（進藤晴子君） お伺いいたしま

す。あの色々外壁とかそれぞれ直されるみ

たいなんですけれども、耐震、地震に関し

ての耐震に関しては定期的にされている上

で今回外壁とかそれぞれ直されるのでしょ

うか。 

○議長（髙橋秀樹君） はい。教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。耐震診断、耐震性のご質問というこ

とで、足寄町内の小中学校につきまして

は、全て耐震診断若しくは耐震診断を行い

まして、その中で耐震改修工事若しくは改

築ということで全て完了しております。以

上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） はい。１０番 

○１０番（進藤晴子君） すみません。何

時頃やられたのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） はい。教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） ちょっと資料

が無いのですが、おおよそというところ

で、例えば足寄小学校の体育館であれば平

成２１年頃だったと思います。その後、足

寄中学校の屋体についても平成２４年、校

舎もその後改築しておりますので、計画的

にその頃を中心に国の補助金等を活用して

実施しております。以上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） はい。１０番。 

○１０番（進藤晴子君） すみません。芽

登小学校のことですので、芽登小学校はそ

の後ぐらいにやられているのですか。その

耐震のチェックをしてから年数が経ってい

るとあまり意味が無いように、私は素人的

には考えるのですけれど。 

○議長（髙橋秀樹君） はい。教育次長。 

○教育次長（丸山一人君） お答えいたし

ます。芽登小学校も、芽登小学校の屋体に

つきましては、建設年度が新しいので耐震

性は確保されているということで、校舎の

み耐震改修工事を実施しております。見て

頂ければ分かるかなと思いうのですが、Ⅴ

字型のブレードと言うのですかね、外壁に

ですね、この図面には無いですけれども、

ピタコラム工法だと思うのですけれどもそ

ういった形でですね、改修工事をすでに完

了しているというところでございます。以

上でございます。 

○議長（髙橋秀樹君） はい。１０番。 

○１０番（進藤晴子君） 分かりました。

ありがとうございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はありま

せんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第４４号芽登小学校外部改

修（建築主体）工事請負契約についての件

を採決をします。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第４４号芽登小学校外

部改修（建築主体）工事請負契約について

の件は、原案のとおり可決されました。 
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◎ 議案第４５号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１３ 議案

第４５号足寄町企業版ふるさと納税基金条

例の制定についての件を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） １７ページを

お願いいたします。 

ただいま議題となりました議案第４５号

足寄町企業版ふるさと納税基金条例の制定

について提案理由の御説明を申し上げま

す。 

本条例は、企業版ふるさと納税による寄

附金を積み立てまして、本町が国から認定

を受けた地域再生計画であるまち・ひと・

しごと創生推進計画に記載されているま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要す

る費用に充てるため、企業版ふるさと納税

基金を設置することと致しまして、その設

置及び管理に関し、必要な事項を定めるた

めに制定しようとするものでございます。 

条例の内容でございますが、第１条につ

きましては、基金を設置する目的を規定し

ております。 

第２条の積立から第７条の委任までの規

定につきましては、既に設置済のその他の

基金条例と同様に基金の管理や運用方法等

を定めるものでございます。 

附則におきまして、この条例の施行期日

を公布の日からとしております。 

以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

ただいま議案となっております議案第４

５号足寄町企業版ふるさと納税基金条例の

制定についての件は、総務産業常任委員会

に付託し、会期中の審査にすることとした

いと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、議案第４５号足寄町企業版

ふるさと納税基金条例の制定についての件

は、総務産業常任委員会に付託し、会期中

の審査とすることに決定しました。 

なお、本件は会期中の休会中に審査のう

え、報告を願います。 

少し早いんですが、これで１時まで昼食

のため休憩といたします。 

午前１１時５３分 休憩 

午後 １時００分 再開 

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議

を再開いたします。 

 

◎ 議案第４６号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１４ 議案

第４６号足寄町税条例の一部を改正する条

例の件を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

住民課長 金澤眞澄君。 

○住民課長（金澤眞澄君） お許しを頂き

ましたので着席にてご説明させていただき

ます。申し訳ありません。 

議案書１８ページをお開き願います。 

ただいま議題となりました議案第４６号

足寄町税条例の一部を改正する条例につき

まして提案理由の御説明を申し上げます。 

この度の改正は、地方税法の一部を改正

する法律、地方税法施行令の一部を改正す

る政令、地方税法施行規則の一部を改正す

る省令が公布され、原則として令和５年４

月１日から施行されること、また森林環境
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税及び森林環境譲与税に関する法律の個人

住民税に関する規定が施行されることに伴

い、令和５年７月１日以降施行分について、

足寄町税条例の一部を改正するものでござ

います。 

主要な改正内容について、御説明申し上

げます。 

新旧対照表でご説明させて頂きます。２

０ページをご覧ください。 

１点目でございます。 

第３６条の３の２第２項から第５号の各

項は、給与所得者の扶養親族等申告書の記

載事項簡素化並びに項ずれに伴う所要の改

正でございます。 

２点目でございます。 

 第３４条の９第２項及び第３８条から２

２ページ第４７条の６第２項までは、森林

環境税及び森林環境譲与税に関する法律の

施行に伴う、所要の改正を行うものでござ

います。 

２３ページをご覧ください。 

３点目でございます。 

第８２条第１項第１号の改正は、地方税

法施行規則の改正にあわせ、三輪車の特定

小型原動機付自転車の種別割区分の見直し

を行うものでございます。 

附則第１５条の２第４項及び第１６条の

２第３項の改定は、不正行為を行った自動

車メーカーを納税義務者とみなして、納税

不足額を徴する際に加算する割合を変更す

る改正でございます。 

以上３点が主要な改正内容となります。 

戻りまして１８ページをご覧ください。 

 附則として、この条例は令和５年７月１

日から施行といたしますが、第１条第１号

及び第２号の規定につきましては、各号で

定める日から施行するもとし、第２条第１

項及び第２項並びに第３条第１項及び第２

項の規定に規定する町民税及び軽自動車税

につきましては、従前の例によるものと経

過措置を設けております。 

以上で、本条例等の改正に関する提案理

由の説明とさせていただきますので、ご審

議賜りますようよろしく申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第４６号足寄町税条例の一

部を改正する条例の件を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第４６号足寄町税条例

の一部を改正する条例の件は、原案のとお

り可決されました。 

 

◎ 議案第４７号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１５ 議案

第４７号足寄町過疎地域における固定資産

税の課税免除に関する条例の一部を改正す

る条例の件を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

住民課長 金澤眞澄君。 

○住民課長（金澤眞澄君） 議案書２４

ページをお開き願います。 

ただいま議題となりました議案第４７号

足寄町過疎地域における固定資産税の課税

免除に関する条例の一部を改正する条例に

ついて提案理由のご説明を申し上げます。 

足寄町過疎地域における固定資産税の課
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税免除に関する条例の一部を次のように改

正するものでございます。 

 第３条中なった年度の次に規則で定める

場合はその翌年度を加えるものでございま

す。 

 改正概要につきましてご説明申し上げます。 

本条例は、過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法に基づき、過疎地域内

の産業の振興を図るため、要件を満たした

事業の用に供する設備の取得等をした場合

は、対象設備に係る固定資産税について３

年間の課税免除の適用を受けることができ

ることになっています。 

固定資産税の課税免除期間は、新たに固

定資産税が課税されることとなった年度か

ら３箇年度と規定されていますが、一連の

設備投資が賦課期日１月１日の前後に渡り

行われる場合に、賦課期日前に取得された

固定資産については、賦課期日現在、当該

事業の用に供されておらず、課税免除措置

の対象外となり、取得翌年度が新たに固定

資産税を課され、課税免除措置が講じられ

るのは課税２年度目から３年度目の２年度

間のみとなります。 

事業者においては、同一事業年度内の設

備投資であるにも関わらず、賦課期日に前

後する設備投資により課税免除期間が１年

減少となることは、同一年度内に設備投資

した他の事業者との均衡が図れないことか

ら、賦課期日に前後する設備投資に対する

課税免除期間の特例措置を講ずるものでご

ざいます。 

 附則でございますが、この条例は公布の

日から施行するものでございます。 

なお、本条例改正に併せまして、足寄町

過疎地域における固定資産税の課税免除に

関する条例施行規則も同時に一部改正する

予定でございます。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第４７号足寄町過疎地域に

おける固定資産税の課税免除に関する条例

の一部を改正する条例の件を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第４７号足寄町過疎地

域における固定資産税の課税免除に関する

条例の一部を改正する条例の件は、原案の

とおり可決されました。 

 

◎ 議案第４８号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１６ 議案

第４８号乳幼児及び児童医療費助成に関す

る条例の一部を改正する条例の件を議題と

します。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

住民課長 金澤眞澄君。 

○住民課長（金澤眞澄君） 議案書２５ペー

ジをご覧ください。 

ただいま議題となりました議案第４８号

乳幼児及び児童医療費助成に関する条例の

一部を改正する条例について、提案理由の

説明を致します。 

本条例の改正につきましては、乳幼児及

び児童医療費助成制度において助成対象及
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び助成範囲の見直しを行い、子育て世代の

経済的負担軽減を図るため、改正をするも

のでございます。 

改正の主な内容としましては、現行医療

費助成の対象を、中学生までの入院・通院

までとしていますが、助成の範囲を高校生

までの入院・通院までとし、自己負担金を

全額助成とするものです。 

次に、乳幼児及び児童医療費助成に関す

る条例の一部を改正する条例の改正内容に

ついてご説明申し上げます。 

乳幼児等医療費助成に関する条例の一部

を改正する条例。 

乳幼児及び児童医療費助成に関する条例

の一部を改正する条例の一部を次のように

改正する。 

題名及び第１条の改正につきましては、

乳幼児及び児童を子どもに改めるものでご

ざいます。 

第２条第２項前段中乳幼児を子どもに、

満６歳を満１８歳に改め、同項後段を削り、

同条第３項中乳幼児及び児童を子どもに改

め、同条第４項中「の各号のいずれかに該

当する者」を「に掲げる法律」に改めるも

のでございます。 

第３条中属する乳幼児及び児童を属する

子ども又は修学等のため他の市町村に転出

した子どもに改め、同条第１号から第３号

までの規定中乳幼児及び児童を子どもに改

め、同条の次に他の市町村で同様の助成を

受けている子ども」の１号を加えます。 

第４条中乳幼児及び児童を子どもに改め、

第７条第１項中乳幼児及び児童を子ども又

は修学等のため他の市町村に転出した子ど

もに改めます。 

第１２条中乳幼児及び児童を子どもに改

めるものでございます。 

附則につきまして、この条例は令和５年

１０月１日から施行するものとし、施行日

前に係る医療費助成は、なお従前の例によ

るとします。第３項で足寄町行政手続にお

ける特定個人を識別するための番号の利用

に関する法律に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関するする条例の一

部を改正し、別表中第１及び別表第２中乳

幼児及び児童医療費助成に関する条例を子

ども医療費助成に関する条例に、乳幼児等

を子どもに改めるものでございます。 

なお、２６ページ以降に新旧対照表を添

付しておりますので、ご参照願います。 

以上で、提案理由の説明を終わらせてい

ただきます。 

ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第４８号乳幼児及び児童医

療費助成に関する条例の一部を改正する条

例の件を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第４８号乳幼児及び児

童医療費助成に関する条例の一部を改正す

る条例の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎ 議案第４９号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１７ 議案

第４９号足寄町国民健康保険税条例の一部
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を改正する条例の件を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

住民課長 金澤眞澄君。 

○住民課長（金澤眞澄君） 議案書２９

ページをお開き願います。 

ただいま議題となりました議案第４９号

足寄町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例につきまして、提案理由のご説明を

申し上げます。 

このたびの改正は、令和５年３月３１日

に地方税法の一部を改正する法律及び地方

税法施行令の一部を改正する政令が公布さ

れ、国民健康保険税の５割及び２割の軽減

対象となる世帯の所得の基準となる金額及

び国民健康保険税の後期高齢者支援金等分

の課税限度額が引き上げられたことに併せ

まして、国民健康保険財政の健全な運営及

び国民健康保険税負担の適正化を図るため、

北海道の示す標準保険税率などを踏まえた

保険税率の改正を行うものでございます。 

本町の国民健康保険特別会計は、新型コ

ロナウイルス感染症拡大による所得減少、

北海道への負担金増、少子高齢化等による

医療費負担増など複合的な要因により、令

和３年度以降は、単年度収支が赤字となっ

ています。 

この赤字補てんのため基金の取崩しと、

昨年度に国保税率改正を実施しましたが、

赤字に歯止めがかからず、令和４年度につ

いても約１，４００万円の基金の取崩しを

行いました。 

本町の国保事業を健全かつ安定的に運営

していくためには、被保険者の負担感に配

慮しながら、令和１２年度からの保険料の

統一に向けた道の運営方針に適切に対応し

ていく必要があることから、段階的かつ計

画的な税率改正を行うものです。 

なお、国民健康保険税率の改定につきま

しては、令和５年２月１５日に開催されま

した、足寄町国民健康保険運営協議会に諮

問し、適当との答申を受けていますことを

申し添えさせていただきます。 

 それでは、新旧対照表に沿ってご説明申

し上げます。 

議案書３０ページ右側をご覧願います。 

第２条第３項の改正は、後期高齢者支援

金等課税額の限度額を引き上げる改正を行

うものでございます。 

 第３条の改正は、基礎課税額に係る所得

割の按分率を、第５条第１号は世帯別平等

割の額を改正するものでございます。 

第６条は、後期高齢者支援金等課税額に

係る所得割を、第７条の２は世帯別平等割

額について改正するものでございます。 

第８条は、介護納付金等課税額に係る所

得割の按分率を、第９条は被保険者均等割

の額を、３１ページに移りまして、第９条

の２は世帯別平等割の額を改正するもので

ございます。 

第２３条第１項の改正は、第２条の課税

限度額を引用していることから限度額の改

正と基礎課税分、後期高齢者支援金等課税

分の平等割、介護納付金課税分の均等割、

平等割を改正することで、７割、５割、２

割軽減の軽減額が変わるため、その額を第

１号から、３２ページ、第３号までそれぞ

れ改正するものです。 

第２３条の２及び、３３ページの第２４

条の２並びに附則第２項から第１３項まで

の改正は地方税法の一部が改正されたこと

に伴う改正でございます。 

 ２９ページへお戻りください。 

 この条例は公布の日から施行し、令和５

年４月１日からの適用としますが、令和４

年度以前の国民健康保険税については、従

前の例によるものとする経過措置を設けて

おります。 

以上、本条例の改正に関する提案理由の

説明とさせていただきますので、何卒御審

議くださりますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 
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 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ５番田利議員。 

○５番（田利正文君） これによって保険

料が上がるのだというふうに思うのですけ

ども、分かりやすく何と言うのですか、標

準世帯と言うのですか、どういうふうにし

たら良いか分かりませんが、分かりやすく

説明するとどの位上がるのか、というよう

なことが示せれるのでしょうか。 

○議長（髙橋秀樹君） 住民課長。 

○住民課長（金澤眞澄君） 所得及び世帯

数によって一概には言えないのですが、所

得が１００万円で夫婦と子ども一人の世帯

で、概ね２，０００円から３，０００円上

がるという試算でいます。以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番。 

○５番（田利正文君） 所得１００万円で

夫婦二人と子ども一人。月額ですか。２，

０００円位と言いましたっけ。年額です

か。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

ただいま議案となっております議案第４

９号足寄町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の件は、文教厚生常任委員会に

付託し、会期中の審査とすることに致した

いと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、議案第４９号足寄町国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の件

は、文教厚生常任委員会に付託し、会期中

の審査とすることに決定しました。 

なお、本件は会期中の休会中に審査のう

え、報告を願います。 

 

◎ 議案第５０号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１８ 議案

第５０号足寄町新規就農者等誘致促進条例

の一部を改正する条例の件を議題としま

す。 

本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

経済課長 加藤勝廣君。 

○経済課長（加藤勝廣君） 議案書３６

ページをお開き願います。 

ただいま議題となりました議案第５０号

足寄町新規就農者等誘致促進条例の一部を

改正する条例について、提案理由の御説明

を申し上げます。 

本条例の営農指導交付金に関する条例の

一部を改正するものでございます。 

内容につきましては、新規就農志向者の

円滑な就農促進を実現するため、必要な生

産技術や経営管理方法等を実践的な営農実

習指導ができる受け入れ農業者に対する支

援について、国や北海道による補助等は無

く、本条例による営農指導交付金のみと

なっております。 

近年、指導する受け入れ農業者の経済的

精神的負担は大きく、また近隣町の受け入

れ農業者への支援を鑑み、受け入れ農業者

に対する営農指導交付金の額を月額５万円

から１０万円に改めるものです。 

また、現在の営農指導交付金の交付期間

は、４年以内としているところですが、研

修３年目以降の営農指導交付金の交付は、

あくまで不測の事態に備えたものであるこ

とから、今回の条例改正にて交付期間を原

則２年間とし、ただし書きにより町長が特

に必要と認める場合には４年以内に改める

ものでございます。 

附則におきまして、この条例は、公布の

日から施行し、令和５年４月 1 日から適用

することとしております。 

なお、３７ページに新旧対照表を添付し

ておりますので御参照願います。 
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以上で提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（髙橋秀樹君） これをもって提案

理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ３番榊原議員。 

○３番（榊原深雪君） お伺いいたしま

す。交付期間が原則２年以内。ただし、町

長が特に必要と認める場合は４年以内とす

るとありますが、どんな場合なのでしょう

か。お伺いいたします。 

○議長（髙橋秀樹君） はい。経済課長。 

○経済課長（加藤勝廣君） この場合なの

ですが、国の交付金が２年となっておりま

して、過去にその２年の研修を受けた後

に、その以内に就農が出来なかった方がお

られたということで、その後も研修は継続

しなければいけなかったものですから、で

も条例が過去２年以内となっていたもので

すから、それで４年以内に改めたのですけ

れども、その時に営農指導交付金が交付で

きなかったということがありました。 

 その後、４年以内にしたのですけれど

も、その後そういうことが無いように注意

しながら進めてまいりましたので、今後に

おきましては、その原則２年以内は、国の

交付金の期間の間と。仮に不測の事態でそ

ういうことが発生した場合は、町長が特別

に認める場合には４年以内というふうにし

ているものでございます。 

○議長（髙橋秀樹君） 他に質疑はござい

ませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

これから議案第５０号足寄町新規就農者

等誘致促進条例の一部を改正する条例の件

を採決します。 

この採決は起立によって行います。 

本件は原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。 

したがって、議案第５０号足寄町新規就

農者等誘致促進条例の一部を改正する条例

の件は、原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第４９号 

○議長（髙橋秀樹君） 只今、町長の方か

ら申し出がございました。日程第１７ 議

案第４９号足寄町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例について、町長から訂正

がある旨、話がありますので、それを許可

します。 

 住民課長 金澤眞澄君。 

○住民課長（金澤眞澄君） 先ほどの田利

議員のご質問について訂正させていただき

ます。 

 加入世帯ですね。夫婦世帯に子どもが一

人の場合、所得が１００万の場合、改正後

の影響額が、２、３千円と申し上げました

けども、正確には８，３００円の増となっ

てます。年額８，３００円ですので、月額

にすれば１，１００円程度の増となりま

す。以上です。 

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利議員。 

○５番（田利正文君） 今聞いてちょっと

改めて高いなと思ったのですけれども、例

えば以外の示せれるような事例とか標準世

帯で。もう少し所得が高いだとか、子ども

数が違うとか含めて。 

○議長（髙橋秀樹君） 住民課長。 

○住民課長（金澤眞澄君） 他の例としま

しては、夫婦世帯で年収が１５０万円程度

の場合になります。年収が１５０万円夫婦
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２人世帯の年収１５０万円程度の場合は、

改正後は年１６万２千円の増となりまし

て、８期に分納されていますので、月２千

円程度の増となります。以上です。 

 申し訳ありません。改正後は年１万６，

２００円の増額で、８期に分納した場合月

２，０００円程度の増となります。 

○議長（髙橋秀樹君） これで、追加のや

つについては終結させていただきます。 

 

◎ 意見書案第２号 

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１９ 意見

書案第２号地方財政の充実強化に関する意

見書の件を議題とします。 

 本件については、条例第６５条第３項の

規定により、提案理由の説明を省略いたし

ます。 

 ただいま議題になっております、意見書

案第２号地方財政の充実強化に関する意見

書の件は、総務産業常任委員会に付託し、

会期中の審査とすることとしたいと思いま

す。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、意見書案第２号地方財政の

充実強化に関する意見書の件は、総務産業

常任委員会に付託し、会期中の審査とする

ことに決定いたしました。 

なお、本件は会期中の休会中に審査のう

え、報告願います。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（髙橋秀樹君） 以上で、本日の日

程は全部終了いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 次回の会議は、６月１９日、午前１０時

より開会をいたします。 

 大変御苦労さまでございます。 

午後 １時３７分 散会 
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